
北町中学校「学校の決まり・校則」※生徒手帳より抜粋 

１．礼 儀 

・友人同士や先生方・来校された方に、挨拶をきちんとしよう。 

・用事があって職員室へ入る場合は、きちんとした服装で、挨拶をして入ろう。また、荷物がある場合

は、廊下に荷物をおいて入室しよう。 

２．登校・下校 

・登校・下校の時刻をきちんと守ろう。 

・自転車での登校は禁止します。 

・交通ルールを守り、他人に迷惑をかけないようにしよう。 

・下校途中で飲食したり、寄り道をしたりすることはやめよう。 

・休日の登校や放課後の再登校の際も、上記のきまりを守ろう。 

・休日の登校や放課後の再登校の服装は標準服。ただし、部活動の生徒の服装については部活動で許可さ

れた服装でも可とします。 

・自分の学年の昇降口を通過し登校すること。 

３．朝の生活、放課後の生活 

・全校朝礼は８時３０分までに整列完了、学年委員は出欠を確認しよう。 

・８時３５分に教室にいない場合は、遅刻または欠席となります。 

・部活動以外で、下校時刻以後学校に残る場合は、前もって先生の許可を得て家庭への連絡もしておこ

う。 

４．休み時間の生活 

・休み時間は、廊下で座り込んだり、走り回ったりしないようにしよう。 

・昼休みに校庭を使用する際、ボールを使ったときには、使った者が責任を持って片付けよう。また、雨

天の際には教室で静かに過ごそう。 

５．学習 

・始業のチャイムがなる前に、自席に着席し、学習の準備をしよう。 

・教室の移動は、休み時間のうちにすませよう。 

・各教科で使用する用具類は大切に扱おう。 

・宿題等提出物は期限をきちんと守ろう。 

６．給食 

・原則として、４校時終了後すぐに給食の準備を始め、１０分以内に入室を完了しよう。 



７．環境 

・清掃は協力し合い、能率良く行おう。 

・掲示物の工夫をする等、いつも環境の美化に気をつけよう。 

・机・椅子、清掃用具など公共物を大切にしよう。 

・帰るときは、戸締まり（カーテンを開ける、窓をしめる、扉は開けておく）消灯を忘れないようにしよ

う。 

・休み時間、窓を開け空気の入れ替えをしよう。 

８．事故、破損などをしたとき 

・授業中や休み時間、放課後にケガをしたり気分が悪くなったりしたときは先生や友達に連絡し、対処し

てもらおう。 

・備品やガラスなどを破損したときは、担任の先生に届け、係の先生の指示を受けよう。 

・紛失物や拾得物があったときはすぐ先生に連絡し、対処してもらおう。 

９．持ち物 

・学校での学習に必要なもの以外は持ってこないようにしよう。 

・必要があって金銭を持ってくる場合には、朝のうちに担任の先生に預けよう 

・授業で使う教材は、決められたもの以外必ず持ち帰ろう。 

・自分の持ち物には、学年・組・氏名を明記しよう。  

・生徒手帳は、登校時には必ず持参しよう。 

・校内での腕時計の携帯は認めていません。ただし、校外活動において必要な場合は、それを許可しま

す。 

・通学バックには、指定の物はありません。１日分の学用品が入るバックを用意しましょう。（登下校時の

安全性を考慮すると、リュックタイプのものが望ましい） 

・水筒の中身は、水、お茶、麦茶、スポーツドリンクとする。ただし、ジュース類は認めない。 

１０．諸届け 

・欠席は保護者が電話かシグフィーで連絡するか（８時２０分まで）、友人に生徒手帳で届けてもらう。 

・前から分かっている欠席・遅刻・早退や見学（体育等）は、家庭で生徒手帳にその理由を記入してもら

い、担任の先生に連絡して行う。 

１１．服装、身だしなみ 

・標準服……自分の体に合った大きさの  ものを着用し、極端に大きなものや小さなもの、また、変形

標準服は禁止します。［冬服 １０月～５月］ 

〈ズボンの場合〉紺のブレザー、グレーのズボン、白のワイシャツ、学年色のネクタイまたはリボン 



〈スカートの場合〉紺のブレザー、グレーのスカート、白のワイシャツ、学年色のネクタイまたはリボン 

［注意］ 

・ズボンの幅は、極端に広く、また狭くしない。 

・スカートの丈は、極端に短く、また長くしない。 

・ネクタイ・リボンを着用の際には、第一ボタンをしめる。 

・上着は、授業中など作業の邪魔なとき、室内の温度が高いときなどは、脱ぐことは構わない。       

〈必ず着るとき〉各儀式的行事、登下校、職員室に来るとき 

・ベストについては、白の学校指定のものを、着用してもよい。 

［夏服 ６月～９月］ 

〈ズボンの場合〉白のワイシャツ、白無地ポロシャツ、(ワンポイント可)、グレーのズボン   

〈スカートの場合〉白のワイシャツ、白無地ポロシャツ、(ワンポイント可)、グレーのスカート 

［注意］ 

・白ベストを着用しない場合、白のシャツには、学年色の校章（エバスト）を左胸につけ、白のポロシャ

ツには左胸につける。 

・頭髪……学習や運動等の妨げにならない、清潔感のあるものが望ましい。長い髪は必要に応じて      

編むか結ぶようにする。髪の毛の加工（染色脱色など）は禁止。また、加工するためなどの整髪料の使用

も同様とする。 

・履物……［通学用］運動靴。（体育の授業に適するもの）［室内履き］・指定された学年色のものを       

使用する。 

室内履きの記名・つま先の部分・かかとの部分の両方に記名する。 

・靴下……白もしくは黒のソックス（極端に短いもの不可） 

・防寒着（１２月～３月）［上着の下に着るもの］学校指定の紺色セーター 

［上着の上に着るもの］裾から上着の出ないスクールコート、ピーコート、ダッフルコート等とし、ジャ

ンパーは使用しない。色は、黒、紺、グレー、茶系統。 

［その他］登下校の際の、マフラー、手袋等の着用は可とする。タイツは可とする。ただし、色は黒のみ 

とし、白のソックスは履かなくてもよい。 

・衣替え……６月と１０月を衣替え推奨時期とする。※衣替え時期は・ブレザー、ネクタイ、リボンの着

脱はどちらでもよい。 

・ただし、ブレザーを着用しないで、ジャージやセーターなどの着用は不可 

・その他……装飾品は身に付けない。（派手な髪留めや、手首のゴムも同様）体調衛生管理のため、華美       

でない無地のインナーシャツを身に付ける。 

 



１２．校外での生活 

・校外においても中学生らしい態度で、他人に迷惑をかけないように、責任ある行動を取ろう。 

・深夜の外出および盛り場などへの徘徊はやめよう。 

・原則として、保護者不在の友人宅へは上がらない。また、宿泊もしないようにしよう。 

・生徒だけでの他校への訪問、また、他校生を招き入れることを禁止します。 

・地域やＰＴＡの方々の声かけには、素直に耳を傾けよう。 

・地域の奉仕的な活動はできるだけ参加し、下級生や小学生の模範となるように行動しよう。 


